
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴う対応について 

 

１ 概要 

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるお

それがある感染症（新興感染症）の発生及びまん延に備えるため、2022 年 12 月９日に「感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」（令和４年法

律第 96 号。以下「改正法」という。）が公布され、2024 年４月１日までに順次施行される。 

 本改正により、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材

並びに感染症対策物資の確保の強化等の措置を講ずることとされた。 

 

２ 県における主な対応 

（１）愛知県感染症予防計画の改正 

 国が定める感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針（平成 11 年厚生省告

示第 115 号）の改正に即して、愛知県感染症予防計画の改正を行う。 

 改正法に基づき記載事項を追加するとともに、病床、外来、後方支援、医療人材、検査能

力等の確保について数値目標を明記する。 

 なお、予防計画の改正にあたっては、愛知県地域保健医療計画及び愛知県新型インフルエ

ンザ等対策行動計画等との整合性の確保を図る。 

＜医療提供体制整備の数値目標＞ 

 
 

（２）医療機関との協定の締結 

 新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定（①病床②発熱外

来③自宅療養者等に対する医療の提供④後方支援⑤人材派遣）を締結することにより、感染

状況のフェーズごとに必要な病床数を確保するとともに、医療機関の役割分担を明確化し、

次の感染症危機に備え、実効的な準備体制を構築する。 

 全ての医療機関に対し、協議に応じる義務を課した上で、協議が整わない場合は医療審議

会において調整を行う。 

 なお、公立・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、感染症発

生・まん延時に担うべき医療の提供を義務付ける。 

 

＜都道府県と医療機関の協定の仕組み＞ 

 

 

（３）愛知県感染症対策連携協議会（仮称）の設置、運営 

 愛知県と県内保健所設置市、その他関係機関を構成員とする愛知県感染症対策連携協議会

（仮称）を新たに設置し、入院調整の方法、医療人材の確保、保健所体制、情報共有のあり

方等について議論・協議を行い、地域の関係機関間の連携強化を図る。 

 また、協議の結果を踏まえ、（１）の予防計画の改正を行う。 

 
 

３ 今後のスケジュール（予定） 

年 月 予防計画 医療措置協定 検討する会議等 

2023年 ５月   第１回連携協議会  

 ６月 素案 説明会 検討部会 医療審議会医療体制部会 

 ８月 試案  検討部会 医療審議会医療体制部会 

 11 月 原案（数値目標決定） 協定案策定 第２回連携協議会 医療審議会 

 12 月     

2024年 １月 パブリックコメント等 医療機関と協議   

 ２月 修正案  検討部会 医療審議会医療体制部会 

 ３月 計画改正 協定締結 第３回連携協議会 医療審議会 
 

※ 別紙１～３、次項  略 

第 20 回第８次医療計画等に関する検討会 資料 より 

＜連携協議会の運営のイメージ＞ 
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